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(概要) 

・宮崎県では、平成２７年度から標記事業に
取り組み、これまでに地域の居場所など２３
箇所の整備を支援した。

・事業概要は別添のとおり。

地域の居場所づくり（世代間交流・多機能型福祉拠点支援事業）の取組【宮崎県】

(取組内容等)
・子育て中の母親等を対象に「おやつ食堂」を開き、読み聞かせやプリン作りの体験メニューの提供等により、
町の賑わいにも繋がった事例など、これまでに２３箇所の居場所等を整備している。
・人材やネットワークなどの地域資源を活用して、福祉課題の解決に取り組む地域共生社会づくりが求められ
る中、活動拠点の整備も重要な課題であり、市町村やＮＰＯなどから、県の支援に関する問い合わせも少なく
ないことから、地域のニーズは高いと感じている。
・居場所づくりは、見守りの充実など地域福祉の向上を図る上で重要な取組であるが、運営について十分に
検討するプロセスが必要であり、特に運営ノウハウの蓄積、人材の育成など、ソフト面での支援も必要である。

本県では、地域住民を対象とした居場所づくりの研修会も連動させながら、行政のみならず、地域住民の
居場所づくりに対する理解促進、機運の醸成にも努めている。

(実施主体：例) 

世代間交流施設トロンパレット（川南町）
実施主体：川南町社会福祉協議会

世代間交流福祉館かしのみ（木城町）
実施主体：木城町社会福祉協議会

都農ふれあいの居場所（都農町）
実施主体：特定非営利活動法人たわわハートネット



宮崎県世代間交流・多機能型福祉拠点支援事業 
 
１ 目  的 

 

近年、急速な少子高齢化や家族形態の変化などに伴い、地域社会のつながりが

希薄化していることから、地域住民同士の交流の促進等に資する施設の整備・充

実を支援し、高齢者や子育て世代をはじめ、県民誰もが地域の一員として共に支

え合い、安心して暮らせる地域づくりを推進する。 

 

 

２ 実施主体    市町村 
 

 

３ 事業概要 
 

次の事業を行う者（間接補助事業者）に助成する市町村（補助事業者）に対し、

補助を行う。 
 
（１）居場所機能型（世代間交流型）拠点整備事業 

     地域住民が世代を超えて、身近に集い交流する場を確保し、住民同士が見守
り、支え合う環境づくりを進めるための拠点を整備する事業 

※ただし、市町村と間接補助事業者が連携して、地域住民の交流を目的とした

取組を企画･実施することが前提。 
 
（２）福祉サービス複合提供型（多機能型）拠点整備事業 

        高齢者や障がい児(者)、児童を対象とした複数の福祉サービスを一体的に提
供し、効率的かつ効果的な施設運営及び利用者や保護者の交流を促進する拠点
を整備する事業 

 

 

４ 補 助 額（予算額：２，５００千円） 
 

補助額の上限は、次のとおりとする。（補助率：県１／２・市町村１／２） 
○施設整備   １００万円 

○備品購入等   ２５万円 

  計     １２５万円  ※２か所程度を想定 
 
 

※ 活 用 例 
（１）空き店舗・民家、廃校施設等を活用したコミュニティカフェ、子ども食堂、 

学習支援施設等 

（２）既存の保育所と老人デイサービスセンターを結ぶ交流スペースの増設等 

 








